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何を支援すべきか知るために、
赤ちゃんという存在を正しく知ってください

企業にとっての子育て支援を考える場合、「子育て」の

とらえかたで支援の仕方や方向性が変わってくると思い

ます。特に乳幼児期は、親の気持ちのなかでも、仕事と

子育てをどう両立させていくかは大きな課題です。

それは女性（母親）にとって大きな悩みになっている現

状がありますが、その原因は「子育ては母親がすべきも

の（母性神話）」「3歳までは母親の手で（３歳児神話）」と

いう根強い考えを捨てきれない社会があるからです。

はたして本当に、赤ちゃんは母親が育てなければその

後の成長に問題が出てくるのか。赤ちゃんが健やかに育

つ環境として何が大切なのか。企業で人事に携わる方た

ちには、そもそも赤ちゃんとはどういうものなのかを正

しく知っていただくことが重要だと思います。

私は小児科医ですが、私よりさらに一世代上の小児科

医、特に男性の小児科医には、きわめて父権主義的な人

が多くいました。あるとき小児科学会の重鎮であった方

が、「子どもが病気のときぐらい、誰かに仕事は替わって

もらって、お母さんがそばについていてあげましょう」

と言いました。私はこの発言には２つの大きな問題があ

ると思います。ひとつは、「病気のときにそばにいるのは

母親であるべきだ」ということの根拠はどこにあるのか。

そしてもうひとつは、男性は子どもの病気「ぐらいで」仕

事を休むわけにはいかないが、女性の仕事「ぐらいは」誰

にでも替わってもらえるという意識が表れている考え方

だということです。

今も根強く続いているこうした考えには、まったく根

拠のないウソも含まれているということを、まずは知っ

ておいていただきたいと思います。

赤ちゃんは周りの影響にとても敏感です

では赤ちゃんとは、どんな存在でしょうか。

ここでひとつアメリカの研究を紹介します。長期間虐

待が続いた子どもたちの追跡調査の結果です。「身体的虐

待を受けた子ども」と「ネグレクトを受けた子ども」を、

それぞれ「２歳より前に虐待を受けた子ども」「2歳以降

に受けた子ども」に分け、思春期以降にどのような情緒

的社会的問題が起きるかを調査しました。その結果、2
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歳前にネグレクトを受けた子どもにその後の影響が最も

大きいということがわかりました。

まだ記憶に残らない2歳前までに親に放っておかれた

ことの影響が、身体的な虐待よりも、2歳以降の虐待よ

りも問題が大きいのです。乳幼児期がいかに周りの環境

に敏感であるかを示す結果だといえるでしょう。

乳幼児期というのは、まさに子育ての真骨頂の時期で

す。赤ちゃんにとっても、一生のなかで一番変化が大き

い時期です。生後1年で体重が3倍になり、身長が25セ

ンチ伸び、立って歩くようになり、ことばを覚えます。

ですから栄養も大事、赤ちゃんにかかわる周囲の環境も

非常に大事です。この時期の赤ちゃんの発達はドラマチ

ックで、それを一つひとつ見守りながら育てていくのが

乳幼児期なのです。

だからといって、「お母さんは仕事をやめて子育てに集

中するべき」というのはナンセンスです。それはなぜか

ということを、これからお話ししていこうと思います。

赤ちゃんは、何もできない存在ではありません
自ら育つ能力をたくさん備えて生まれてきます

赤ちゃんのイメージとして、「まだ何も書き込まれてい

ない真っ白な板のような状態で、これから経験によって

ひとつずつできるようになっていく」というものがあり

ます。だから「育て方によって、すべて決まってしまう」

と、昔は思われていました。しかし現在では、赤ちゃん

にはもともと自律的に育っていく力、自ら学び取ってい

くしくみが備わっていることがわかってきました。

赤ちゃんの発達には原則があり、首がすわって手が使

えるようになる、寝返りができ、おすわりをして、立っ

て歩く……という順番が決まっています。しかも、運動

発達に限っては、ほぼ放っておいてもやるべきときには

できるようになります。赤ちゃんのなかに、もともと組

み込まれている運動発達プログラムがあり、それに従っ

て赤ちゃん自身の力でできるようになるのです。

赤ちゃんには、周りの情報を積極的に取り入れて学び

取っていくしくみも備わっています。

そのなかで有名なのが「新生児模倣」です。生後1か月

ぐらいの新生児の前で、いろいろな顔の表情をすると新

生児はそれを真似ます。生まれてから１～２か月の赤ち

ゃんは、まだ自分の顔を見たことがなく、目の前に見え

るものが自分にもついていることを知りません。にもか

かわらず、赤ちゃんの前で舌を出したら舌を出すのです。

最近の脳科学でわかったのは、私たちの脳のなかにミ

ラーニューロンという神経の一群があって、他人の行動

を見ると自分がやったような気になる、あるいはそれを

真似するというしくみがあるということです。こうした

能力が生まれたばかりの赤ちゃんにもすでに備わってい

て、周りの環境を自分から取り入れていくのです。

物事の因果関係についても、わずか4か月の赤ちゃん

が理解していることを証明する実験があります。赤ちゃ

んの足とモビールをひもでつなぎ、足を動かすとモビー

ルが動くようにすると、すぐにその関係性がわかり、さ

かんに足を動かしてモビールを動かします

対人関係を作っていく力も備わっています。赤ちゃん

は人の顔を一生懸命見ています。「アイトラッキング装

置」を使って計測してみると、人の目元口元をもっとも

よく見ていました。また、スチルフェースの実験という

のもあり、いっしょに遊んでいた親が急に顔の表情を止

めると、子どもは驚いて、顔を触りに来たり泣き出した

りして、相手の反応を引き出そうとします。

人の顔を見ることから、人の視線の先にあるものを見

る「三項関係」も自然にできるようになります。そして、

自分が見ているものを指さし、それを相手が見ているか

を確認し、同じものを見て思いを共有する「共同注意」と
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いう社会性も1歳すぎには身につけていきます。

このように、赤ちゃんにはたくさんの能力が備わって

いて、自律的に育っていく力をもっています。周りに対

して敏感で、一生懸命人の顔を見て対人関係を作ってい

こうとする面と、脳に組み込まれている発達プログラム

に従って自分で育っていく面。その両面性をもっている

のが赤ちゃんです。

赤ちゃんによい環境はお母さんだけでなく
お父さんや保育士にもつくれます

では、赤ちゃんが育っていくのに必要な環境はどのよ

うなものでしょうか。アメリカのNICHD（National＿Institute＿

of＿Child＿Health＿and＿Human＿Development）が、保育園に預けるの

と実の母親が育てるのでどういう違いが出るかを15年か

けて調査して「母親と保育園のどちらがよく育つかの差

は出ない」という結論を出しました。唯一差が出る項目

は、母親か保育士かの差ではなく、子どもを保育する人

の感受性の差、「子どもが出しているサインをよむ能力が

ある人が育てるとうまくいく」というものでした。生物

学的な母親が育てなければいけないということではない

と、15年もの追跡調査によってはっきりわかったのです。

赤ちゃんに対する感受性をもった人が育てれば、赤ち

ゃんはそれに反応するだけの能力を持っています。きち

んとした保育園に預ければ、母親が赤ちゃんとずっとい

っしょにいなくても、心配しなくてよいということです。

では父親はどうでしょう。赤ちゃんに話しかけるとき

に自然に声のピッチが高くなることを「マザリーズ」、赤

ちゃんの泣き声に反応して射乳反射を起こすホルモン（オ

キシトシン）を「母性ホルモン」と呼ぶように、母親のほ

うが子育てに向いていて、父親は太刀打ちできないと思

わされてしまうことが多いですが、これも思い込みです。

まず、「マザリーズ」は女性だけでなく男性もできてい

るということが、世界中の母親父親の声のピッチを測っ

た実験で明らかになっています。だから専門家は「マザ

リーズ」ということばを使わなくなっています。さらに

「母性ホルモン」とよばれる「オキシトシン」ですが、これ

は男性からも出ています。父親が赤ちゃんを抱っこする

前と後で測ると、抱っこ後にオキシトシンが増えている

ことがわかっています。ですから男性も自信をもって、

子育てをしてください。

赤ちゃんは、敏感であると同時に自律していて、敏感

な能力でいろいろなところから情報を取り入れて育って

いきます。だから放っておかれると困りますが、世話を

する人が母親であっても父親であっても保育士であって

も、ふつうの環境であれば、積極的に情報を取り入れる

能力がある。そういう人たちです。

子育て支援は、「福祉」ではなく
費用対効果が最も高い「投資」です

最後に、「企業にとって子育て支援はどのような価値が

あるか」について、興味深い研究結果をご紹介します。

アメリカのシカゴ大学教授のヘックマン氏、この方は

ノーベル経済学賞も受賞している方ですが、人生のなか

でどの時期に投資するともっとも費用対効果があるかと

いうことを経済学的に研究しています。そこで明らかに

なったことは、もっとも費用対効果が高いのは乳幼児期

への投資だということです。

子ども、とくに乳幼児期の子どもにいろいろな意味で

手をかける。保育園や幼稚園を作ったり、保育環境を整

えたり質の高い保育士を育てること。あるいは企業が子

育て中の社員のためにさまざまな制度を作り支援するこ

と。こうした施策は福祉としてとらえられることが多か

ったと思います。大事だけれど、費用対効果は望めない。

しかしヘックマン氏の研究結果によって、乳幼児期の

施策は福祉ではなく、もっとも効率のよい投資であるこ

とが証明されました。もちろん今すぐに子どもが会社に

入って利益を生むわけではありません。しかしこれだけ

の少子化時代に、よりよい人材を育てるということは、

日本社会全体の人事であるといってもよいと思います。

子育てとは、日本社会を担っていく人材を育てると同

時に、将来マーケットになる人たちも育てている営みで

す。企業としても、そうした世代の社員を支え、子育て

しやすい環境を作っていくことは、少しばかり時間がか

かる「投資」だと考えていただければよいと思っています。
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ネウボラおばさんとともに
赤ちゃんを迎えられる心強さ

日本で3人目のお子さんの妊娠生活を送られたエリサ

さん。フィンランドと日本の妊娠期のサポートの違いを

お聞きすると、「医療的なレベルや保健の質は、日本はと

てもすばらしい。フィンランドでも出産を担当する医師

は医療的な検査を行い、診察は5分程度で終わってしま

うんですよ」との答えが返ってきました。「でも担当の保

健師さん（ネウボラおばさん）とは定期的な面談があり、

妊娠中の気持ち、食事や生活の様子、仕事のこと、赤ちゃ

んの父親との関係など、いろいろな話を聞いてくれます。

どんなことでも相談できる人がいる。それが心強いです

ね」。

夫のミッコさんにとっても、ネウボラは非常に大切な

場所だったといいます。「妻の体や心にどんなことが起き

ているのか、ネウボラのおかげで知ることができました。

男性は妊娠によって体の変化はないし、妻より疲れてい

ないし、不機嫌になったりもしません。だから赤ちゃん

を迎えるイメージが具体的ではないですよね。ネウボラ

がなかったら、妊娠や出産を、別世界のこととしてとら

えていたかもしれないです。でもネウボラのおかげで、

私たちは共通の世界で生活しています。お互いに理解し

ようとします。それがとても大切だと思います」。

会社では、女性が働くことも
子どもを産むことも当たり前

お母さんにやさしい国と評価されるのは、ネウボラの

ような子育て支援施設があることのほかに、女性が働き

やすい社会であることも大きな理由です。

「お母さんにやさしい国」ランキングで常に１～２位を維持しているフィンランド。妊娠期からの切れ
目ない子育て支援策「ネウボラ」は、近年日本でも注目を集め、内閣府がネウボラをモデルにした「子育
て世代包括支援センター」を立ち上げ、各地で「日本版ネウボラ」の実践も始まっています。

フィンランドの子育て家庭にとってネウボラとはどういう存在なのか。フィンランドで3人の子ども
を出産、現在日本で子育て中の、駐日フィンランド大使館報道・文化担当参事官ミッコ・コイヴマー氏
と妻のエリサさんにお話をうかがいました。

「ネウボラ」
フィンランド語で「アドバイスする場所（ネウボ＝アドバイス、ラ＝場所）」
という意味の子育て支援施設で、妊娠から出産、就学前までの子どもと
家族を切れ目なくサポートする。地域ごとに設置されており、妊娠期か
らの家族をワンストップで支える窓口になっている。妊娠期から定期的
に行われる面談では、毎回同じ担当保健師（ネウボラおばさん）が子ども
の発育や発達、子育ての方法、夫婦関係などあらゆる相談に乗り、必要
に応じて医療機関や専門機関との橋渡しや情報の共有を行う。

「子どもをもつことは、生活や人生のなかで当たり前

のことです。もし妊娠や出産で会社の雰囲気が悪くなる

ようだったら、誰もその会社で働きたがらないですよね」

（エリサさん）。「フィンランドに比べると、日本は妊娠に

対する雰囲気が違うかもしれません。日本の女性は妊娠

すると‘申し訳ありません’といって会社に報告します。

子どもが生まれるというのは、人生のなかで一番幸せな

ことなのに、そういうふうに言わなければいけないのは、

残念なことだと思います」（ミッコさん）。

ミッコさんとエリサさんは、最初のお子さんが生まれ

たときに、同じ機関で働いていました。従業員同士の結

婚で生まれた赤ちゃんが初めてだったそうで、出産祝い

で会社から贈られたロンパースの胸には「100％この会

社の遺伝子」と書かれていたそうです。

「フィンランドと日本の一番の違いはライフスタイル

だと思います。労働時間も短いですし、家庭のなかでは

男性にも役割があります。妻のお手伝いではなく、自分

の役割をもって、家庭のことも子育てのこともやります。

男性も女性も、ライフステージに合わせてキャリアを調

整しながら働き続けることが当たり前。フィンランドの

子育ては、こうした企業文化にも支えられていると思い

ます」。

ミッコさんのことばに、日本がこれから目指すべき子

育て支援の方向性が示されているように感じました。

男女平等の国フィンランドの子育て、家族、仕事……

家族まるごと「ネウボラ」に支えられ、
社会に祝福されて子どもは生まれてきます



2

妊婦健康診査を
受けるための時

間が確保できま
す。

●妊娠23週まで
は4週間に１回

、24週～35週
までは2週間に

１回、36週以降
出産までは1週

間に1回、

医師等がこれと
異なる指示をし

た場合はその回
数、受診のため

の時間を確保で
きます。

●受診のために
勤務しなかった

日は、年次有給
休暇にて申請し

てください。

働き方について
の配慮を請求で

きます。

●妊婦健康診査
で主治医から働

き方について「
休憩が必要」「

入院が必要」な
どの指導を受け

た場合は、

会社（人事部）に
申し出て必要な

措置を請求でき
ます。医師など

に「母子健康管
理指導事項連絡

カード」

を記入してもら
いましょう。

●時間外労働や
深夜業の制限、

軽易業務への転
換などの措置が

必要であれば会
社（人事部）に請

求するこ

とができます。

最長で産前6週
間～産後8週間

の休業が取得で
きます。

●多胎は産前1
4週間～産後8週

間の休業が取得
できます。産後

8週間は就業す
ることができま

せん（ただ

し、医師が認め
た場合には産後

6週間以降、希
望があれば働く

ことは可能です
）。

産前産後休業中
は給与・賞与が

支給されます（
専門職以外）。

●産前産後休業
期間中は給与・

賞与が100%支
給されます（た

だし、定額時間
外手当は、出勤

が1日もな

い月は支給があ
りません）。

産前産後休業中
の健康保険料、

厚生年金保険料
が免除されます

。

●雇用保険、健
康保険、厚生年

金保険の被保険
者資格は継続さ

れます。健康保
険料、厚生年金

保険料は

免除となります
。

出産祝い金が支
給されます。

●会社から出産
祝い金として、

子一人につき3
0,000円（専門職

は10,000円）が
支給されます。

組合員で

あれば組合から
も支給されます

。

当社の出産・育児
に関する制度をま

とめました。国で
定められた基準以

上の制度

もありますので、
これらの制度を十

分に活用してくだ
さい。

働きながら子育
て　応援します

！

妊娠中

産前産後休業

安藤ハザマの「出
産・育児」制度

6

チ
ャ
ー
ト
の
見
方

利
用
す
る
制
度
ご
と
に
、
必
要
書
類
と
添
付
書
類
、
提
出
期
限
を
ま
と
め
ま
し
た
。

必
要
書
類
の
青
字
は
会
社
所
定
書
類
、
赤
字
は
雇
用
保
険
・
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
に
関
連
す
る
書
類
で
す
。

利
用

す
る

制
度

な
ど

提
出

期
限

必
要

書
類

添
付

書
類

産前産後休業

休
業
前

産
前
産
後
休
業

休
業
開
始
1か
月
前
ま
で

産
前
産
後
休
業
届

育
児
休
業

　
　
↓

育
児
休
業
申
出
書

産
休
中
の
健
康
保
険
料
の
免
除

休
業
開
始
前
ま
で

産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免
除
申
請
書（
健
康
保
険
）

産
休
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
免
除

　
　
↓

産
前
産
後
休
業
取
得
者
申
出
書（
厚
生
年
金
）

出
産
後

産
後
8週
間
以
内

出
生
届

　
　
　

育
児
休
業
期
間
変
更
申
出
書

育
児
休
業
給
付
金

育
児
休
業
給
付
受
給
資
格
確
認
票
・
初
回
育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請
書
母
子
手
帳
の
コ
ピ
ー

通
帳（
口
座
名
義
・
口
座
番
号
の
記
載
が
あ
る
ペ
ー
ジ
）の
コ
ピ
ー

雇
用
保
険
料
算
定

雇
用
保
険
被
保
険
者
休
業
開
始
時
月
額
証
明
書

育
休
中
の
健
康
保
険
料
の
免
除

産
前
産
後
休
業
・
育
児
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免
除
申
請
書（
健
康
保
険
）

育
休
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
免
除

育
児
休
業
取
得
者
申
出
書（
厚
生
年
金
）

産
前
産
後
休
業
取
得
者
変
更
届（
厚
生
年
金
）

出
産
育
児
一
時
金

出
産
か
ら
2年
以
内

出
産
育
児
一
時
金
支
給
申
請
書

領
収
書
・
明
細
書
の
コ
ピ
ー

出
産
育
児
一
時
金
の
医
療
機
関
直
接
支
払
制
度
合
意
文
書
の
コ
ピ
ー

育児休業

育
児
休
業
給
付
金

そ
の
都
度

（
2か
月
に
1回
）育
児
休
業
給
付
金
支
給
申
請
書

1歳

育
児
休
業
給
付
金
の
受
給
期
間
の
延
長（
保
育
所
入
所
不
可
の
場
合
）

証
明
書
を
入
手
次
第

保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
書（
入
所
不
承
諾
通
知
等
）

育
休
中
の
健
康
保
険
料
の
免
除
の
延
長

1歳
に
な
る
前
日
ま
で

育
児
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免
除
申
請
書（
健
康
保
険
）

育
休
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
免
除
の
延
長

1歳
に
な
る
前
日
ま
で

育
児
休
業
取
得
者
申
請
書（
厚
生
年
金
）

1歳
2か
月

育
児
休
業
期
間
の
延
長（
保
育
所
入
所
不
可
の
場
合
）

休
業
終
了
の
2週
間
前
ま
で
育
児
休
業
期
間
変
更
申
出
書

保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
書（
入
所
不
承
諾
通
知
等
）

育
休
中
の
健
康
保
険
料
の
免
除
の
延
長

1歳
2か
月
に
な
る
前
日
ま
で
育
児
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免
除
申
請
書（
健
康
保
険
）

育
休
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
免
除
の
延
長

1歳
2か
月
に
な
る
前
日
ま
で
育
児
休
業
取
得
者
申
請
書（
厚
生
年
金
）

復
帰
前

育
児
・
介
護
勤
務
時
間
の
請
求

原
則
制
度
利
用
開
始
の

育
児
・
介
護
勤
務
時
間
措
置
申
出
書

育
児
・
介
護
所
定
時
間
外
勤
務
制
限

1か
月
前
ま
で

育
児
・
介
護
所
定
時
間
外
勤
務
制
限
請
求
書

育
児
・
介
護
所
定
時
間
外
勤
務
免
除

育
児
・
介
護
所
定
時
間
外
勤
務
免
除
請
求
書

育
児
・
介
護
深
夜
勤
務
免
除

育
児
・
介
護
深
夜
勤
務
免
除
請
求
書

職場復帰
復
帰
後

育
休
中
の
健
康
保
険
料
の
免
除
終
了

復
帰
し
た
翌
日
ま
で

育
児
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免
除
終
了
届（
健
康
保
険
）

育
休
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
の
免
除
終
了

復
帰
し
た
翌
日
ま
で

育
児
休
業
等
取
得
者
終
了
届（
厚
生
年
金
）

育
児
休
業
終
了
時
報
酬
月
額
変
更

復
帰
後
3か
月
後

育
児
休
業
等
終
了
時
報
酬
月
額
変
更
届

厚
生
年
金
保
険
料
特
例
申
出

復
帰
後
3か
月
後

厚
生
年
金
保
険
養
育
期
間
標
準
報
酬
月
額
特
例
申
出
書

戸
籍
謄
本（
も
し
く
は
子
の
戸
籍
抄
本
）も
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書

住
民
票（
続
柄
記
載
、
60日

以
内
発
行
）

認
可
外
保
育
施
設
利
用
支
援

そ
の
都
度

支
援
金
支
給
申
請
書

請
求
書
も
し
く
は
領
収
書
の
コ
ピ
ー

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援

そ
の
都
度

支
援
金
支
給
申
請
書

請
求
書
も
し
く
は
領
収
書
の
コ
ピ
ー

出
産
・
育
児
に
関
す
る
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
類
や
提
出
期
限
を
ま
と

め
ま
し
た
。
制
度
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
も
必
要
書
類
の
速
や
か
な
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

産
休
・
育
休
～
復
職
ま
で

「出
産
・
育
児
」制
度
を
利
用
す
る
た
め
の
手
続
き

休
業

前
ガ

イ
ダ

ン
ス

の
実

施

復
帰

前
ガ

イ
ダ

ン
ス

の
実

施

妊
娠
の
報
告
を
受
け
た
ら
、
休
業

前
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
実
施
し
、
本
人

の
希
望
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、

●
休
業
～
復
帰
ま
で
の
流
れ
の
説
明

●
必
要
な
書
類
に
関
す
る
説
明

な
ど
を
行
い
ま
す

出
産
予
定
日
と
出
産
日
が
同
一
の

場
合
は
不
要
で
す

通
帳
の
コ
ピ
ー
は
給
付
金
受
給
の
た
め
に
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
旧
姓

名
義
の
口
座
を
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

入
所
希
望
日
が
1歳
の
誕
生
日

以
前
で
あ
る
証
明
書

申
し
出
通
り
に
復
帰
し
た
場

合
は
不
要
で
す

復
帰
後
の
報
酬
月
額
が
休
業
前
と
比
べ

て
下
が
ら
な
い
場
合
は
不
要
で
す

1歳
2か
月
以
降
保
育
所
に
入
所
で

き
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

出
産
予
定
日
と
出
産
日
が

同
一
の
場
合
は
不
要
で
す

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
、

出
産
費
用
が
42万

円
を
超

え
た
場
合
は
不
要
で
す

復
帰
前
に
、
復
職
前
ガ
イ

ダ
ン
ス
を
実
施
し
、

●
状
況
の
確
認

●
復
帰
後
に
取
得
で
き
る
制
度

の
説
明

●
復
帰
後
の
仕
事
内
容
の
確
認

を
行
い
ま
す

7

仕事と育児・家庭を両立させ、長く活躍していただくために―お子さんの保育に関して、さまざまな場面で利用してほしい支援制度を設けています。「よく寄せられる質問とその回答」を手掛かりに、制度を理解し、十分に活用してください。

認可外保育施設利用支援制度、ベビーシッターサービス利用支援制度、ジョブリターン制度、配偶者同居支援制度は、男女どちらも対象となりますか。

認可外保育施設とベビーシッ
ターを同時に利用した場合、
両方の支援を利用できるので
しょうか。

支援の対象となる「認可外保育施設（認
可保育施設以外）」とは、どんな条件が
揃っていればいいのでしょうか。

はい、条件を満たせば、
男女問わず対象となります。

はい、条件を満たせば利用
できます。 支援の対象は、法律に基づいて役所に

適正な届け出がなされている施設を対
象とします。届け出がなされている施
設かどうかは、都道府県のHP等より
確認してください。

認可外保育施設利用支援

男女どちらも利用可能

保育をダブル利用

保育施設の条件

ベビーシッター利用支援
よくある質問にお答えします

Q

Q
Q

A

A
A

認可外保育施設利用支援制度、ベビーシッターサービス利用支援制度を利用するために必要な書類等について教えてください。また、申請は一度でよいのでしょうか。申請書（当社書式があります）に、月額利用料が証明できる請求書等を添付して申請してください。給与に加算して支給します。

書類・申請

Q
A

共働きの家庭が
増えています。
男女を問わず利用できる
配慮をしています。

【認可外保育施設＋ベビーシッター】ダブル利用の日も、安心してお子さんを預け、働くための制度です。

書類や申請、支給額、
様々なケースについて、
気軽にご相談ください

10

育休後の復帰に、揺れる思いをもつ方も多いことでしょう。
育児と仕事の両立は？　仕事を達成できる？　周囲に理解をしてもらえる？

そんな思いからアクションを起こした３人のエピソードをご紹介します。
アドバイザーのことばも、今のあなたに、きっと役立つことと思います。

あなたの両立スタイルを見つけてください

希望していた仕事をすすめられ「仕事への意欲と、両立の不安で揺れています」エツコさん（32歳、IT関連）

C A S E

1

産休あけからの復帰が決まって、上司から「仕事を用意して待っている」と言っていただきました。それは私が以前から希望していた社員教育プログラムの企画開発、というプロジェクトでした。すぐに、やってみたい、やらせてください、という気持ちが湧き上がりました。でも、育休後に職場復帰してすぐから、そんな責任ある立場につくのがとても不安です。子どもの病気や送迎のことなど未経験の子育てとの両立を考えると、
残業も思うようにできない今はあきらめるほうがよいのか、迷います。

復職アドバイザーから
よかったですね。やりたいと思うことは、やってみるのがよいと思います。
エツコさんが迷うのは、身近に子育てしながら仕事を続けているロールモデルがいないからかもしれません。だれか一人にお手本を求めずに、いろいろな人を見ながらお手本にしていくのがいいと思います。会社の上司は、復職したときにどういう働き方をしたいのか、あなたに聞くしかないのです。配偶者が協力的か、両親の助けは得られるのか、通勤時間は、などそれぞれの状況があって、働き方が決まってきます。仕事の与え方を考えている側は、「これをやってもらいたいが、どうだろう」と必ず聞いてきます。その時に「私はどうしたいのだろう？」と悩む人が多いのですが、それではうまくいきません。

育休、時短などの制度があってとりあえず仕事を続け

られるとしても、その先を見て、心に刻んでほしいことがあります。それは、自分の働き方は自分で確立すること。結果は自分で受け止め、改善する覚悟をもつこと。自分で決めたら、人のせいにしないことです。まず配偶者に、どういうふうに働きたいかをきちんと伝えて、相手の希望も聞きながら、意識合わせをしてください。それだけでも、あなたの不安の半分以上は解消すると思います。
次に上司との話し合いです。あなたにやってもらいたいことがあるでしょう。そこを聞きながら、自分はこういうかたちならできます、ということを自分で伝えていってほしいと思います。
すでに誰もが「働きながら子育てする時代」です。やがて、あなたが新しいロールモデルになっていけばいいのですが、今は意気込みよりも、まずは配偶者、上司との話し合いです。

店長からスタッフへ、育休復帰後に降格を選択。「研修は怠らず、いつかリカバリーします！」ユウコさん（29歳、薬剤師）

C A S E

2

調剤薬局で4年目に店長を任され「次期も店長を」と決まった直後、妊娠が判明。店舗には子育て中のスタッフはいなかったのですが、夫も親たちも私が仕事を続けることに賛成で、働き続けることはごく自然なことでした。
けれど、店長職の大変さ、責任の重さはわかっていましたので、同じポストに戻ることがためらわれました。いま、子育てに少し比重をかけたとしても、スキルを磨くことを怠らなければ、もっと頑張れるようになっている、
という自分がなんとなく見えたのです。それは、アパレルのパタンナーをしている母が、女性の服作りで子育て

事例紹介～新しい働き方を見つけた３人～

1

2015.4.1

安藤ハザマ　社長室人事部

夫婦ともに働きながら子育てするのがあたりまえの時代が来ています。

仕事も子育ても、という生活は大忙しで大変ですが、

育児は親を大きく成長させてくれるすばらしい営みであり、

子育てで身につく力は、これからの仕事にも活かせる、

会社にとっても貴重な「スキルアップ」の機会であると考えています。

当社は、育児と仕事の両立に頑張る社員を応援していきますので、十分に制度を利用して、

今後とも力と個性を発揮して、会社に貢献していただきたいと思います。
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妊娠がわかったら
妻や同僚、部下の妊娠がわかったら
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